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令和５年６月富津市議会定例会議案等概要 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第１号

富津市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認を求めることについて 

（提案理由） 

軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し及び

地方税統一ＱＲコード等を用いて納付又は納入する

場合の様式の追加等を内容とする地方税法等の一部

を改正する法律が令和５年４月１日に施行されたこ

とにより、富津市税条例の一部改正について、地方自

治法第179条第１項の規定により特に緊急を要する

ため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか

であると認め、令和５年３月31日に専決処分をした

ので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、

承認を求めるものである。 

（施行日） 

 令和５年４月１日 

市民部 

議案第２号

令和５年度富津市一般会計補正予算（第２号）の専決

処分の承認を求めることについて 

（提案理由） 

国の施策として実施する子育て世帯生活支援特別

給付金に係る予算を措置する令和５年度富津市一般

会計補正予算（第２号）について、地方自治法第179

条第１項の規定により特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、令和５年５月１日に専決処分をしたので、同条第

３項の規定によりこれを議会に報告し、承認を求め

るものである。

総務部 

議案第３号

富津市印鑑条例の一部を改正する条例の制定につい

て

（提案理由） 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備

に関する法律が施行されたことに伴い、多機能端末

による印鑑登録証明書の交付に際し、移動端末設備

による交付を可能とするため、条例の一部を改正す

るものである。

（施行日） 

公布の日。一部規則で定める日

市民部 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第４号

富津市税条例の一部を改正する条例の制定について

（提案理由） 

地方税法等の一部を改正する法律が施行されるこ

とに伴い、森林環境税の導入による賦課徴収に係る

規定を整備するとともに、道路交通法の一部を改正

する法律が施行されることに伴い、特定小型原動機

付自転車の車両区分の新設等による種別割の税率区

分に係る規定を整備する等のため、条例の一部を改

正するものである。 

（施行日） 

令和５年７月１日。一部令和６年１月１日及び令

和７年１月１日 

市民部 

議案第５号

富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について

（提案理由） 

地方税法施行令の一部を改正する政令が施行され

たことに伴い、国民健康保険税の後期高齢者支援金

等課税額に係る課税限度額の引上げ、当該保険税の

減額の対象となる所得金額の算定において被保険者

等の数に乗ずべき金額の引上げ等を行うため、条例

の一部を改正するものである。

（施行日） 

 公布の日 

市民部 

議案第６号

富津市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

（提案理由） 

 子ども医療費の助成対象を中学校３年生までの子

どもから高校３年生相当までの子どもに拡大すると

ともに、千葉県子ども医療費助成事業補助金交付要

綱が改正されることに伴い、同一の医療機関におい

て、ひと月当たり10日を超える入院及びひと月当た

り５回を超える通院に係る自己負担金を無料とし、

子育て世帯の経済的負担の軽減及び子どもの保健対

策の充実を図るため、条例の一部を改正するもので

ある。 

（施行日） 

 令和５年10月１日。一部公布の日及び令和５年８

月１日 

健康福祉部 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第７号

富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

（提案理由） 

 公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行さ

れたことに伴い、富津市議会議員及び富津市長の選

挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビ

ラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に要する経

費に係る公費負担の限度額を引き上げるため、条例

の一部を改正するものである。

（施行日） 

 公布の日 

選挙管理委

員会事務局

議案第８号

富津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

（提案理由） 

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造

及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正す

る省令の施行に伴い、電気自動車等の急速充電設備

の定義を明確にするとともに、同設備を設置する際

の位置、構造及び管理に関する基準を変更する等の

ため、条例の一部を改正するものである。

（施行日） 

 公布の日。一部令和５年10月１日

消防本部 

議案第９号

財産の取得について

（提案理由） 

災害対応特殊消防ポンプ自動車を取得することに

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議

決を求めるものである。

消防本部 

議案第10号

財産の取得について

（提案理由）

昨年度に受納した富津市立図書館整備事業に係る

企業版ふるさと納税寄附金相当額分の装備付図書を

新たに取得するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より議会の議決を求めるものである。

教育部 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第11号

財産の貸付けについて

（提案理由） 

 令和２年３月に閉校した旧富津市立天羽東中学校

の活用に伴い、市が保有する財産を適正な対価なく

して貸し付けることについて、地方自治法第96条第

１項第６号の規定により議会の議決を求めるもので

ある。 

企画政策部 

議案第12号

財産の貸付けについて

（提案理由） 

 令和２年３月に閉校した旧富津市立天羽東中学校

の活用に伴い、市が保有する財産を適正な対価なく

して貸し付けることについて、地方自治法第96条第

１項第６号の規定により議会の議決を求めるもので

ある。 

企画政策部 

議案第13号

令和５年度富津市一般会計補正予算（第３号）

補正額                376,789千円

補正後の予算額           19,946,734千円

（主な内容） 

・新型コロナウイルス感染症対応地方 

創生臨時交付金活用事業        273,116千円

・学校給食共同調理場整備事業       19,752千円

・図書館関係費               22,000千円

・図書整備基金積立金                22,000千円

総務部 

議案第14号

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求め

ることについて 

（提案理由） 

人権擁護委員川 口
かわぐち

泰 明
やすあき

氏の任期が令和５年９月

30日をもって満了となることに伴い、後任委員とし

て森田
もりた

貞二
ていじ

氏を法務大臣に対し推薦することについ

て、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会

の意見を求めるものである。 

市民部 

議案第15号

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求め

ることについて 

（提案理由） 

人権擁護委員石井
いしい

朝子
あさこ

氏の任期が令和５年９月30

日をもって満了となることに伴い、後任委員として

鈴木
すずき

マユ
ま ゆ

美
み

氏を法務大臣に対し推薦することについ

て、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会

の意見を求めるものである。 

市民部 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第20号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、大 塚
おおつか

和 行
かずゆき

氏を当

該委員に任命することについて、農業委員会等に関

する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求

めるものである。 

農業委員会

事務局 

議案第21号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、川 口
かわぐち

寛 市
かんいち

氏を当

該委員に任命することについて、農業委員会等に関

する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求

めるものである。 

農業委員会

事務局 

議案第22号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、小柴
こしば

賢
けん

次郎
じろう

氏を当

該委員に任命することについて、農業委員会等に関

する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求

めるものである。 

農業委員会

事務局 

議案第23号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、佐久間
さ く ま

容
やすし

氏を当該

委員に任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により議会の同意を求め

るものである。 

農業委員会

事務局 

議案第24号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、澤邉
さわべ

治 之
はるゆき

氏を当該

委員に任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により議会の同意を求め

るものである。 

農業委員会

事務局 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第25号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、白井
しらい

和子
かずこ

氏を当該

委員に任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により議会の同意を求め

るものである。 

農業委員会

事務局 

議案第26号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、鈴木
すずき

伸江
のぶえ

氏を当該

委員に任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により議会の同意を求め

るものである。 

農業委員会

事務局 

議案第27号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、鈴木
すずき

昇
のぼる

氏を当該委

員に任命することについて、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により議会の同意を求める

ものである。 

農業委員会

事務局 

議案第28号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、平野
ひらの

弁 一
べんいち

氏を当該

委員に任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により議会の同意を求め

るものである。 

農業委員会

事務局 

議案第29号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、丸
まる

文 浩
ふみひろ

氏を当該委

員に任命することについて、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により議会の同意を求める

ものである。 

農業委員会

事務局 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第30号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、森田
もりた

泰 彰
ひろあき

氏を当該

委員に任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により議会の同意を求め

るものである。 

農業委員会

事務局 

議案第31号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、安田
やすだ

和 永
かずなが

氏を当該

委員に任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により議会の同意を求め

るものである。 

農業委員会

事務局 

議案第32号

富津市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて 

（提案理由） 

富津市農業委員会委員の任期が令和５年７月13日

をもって満了となることに伴い、渡 邉
わたなべ

和已
かずみ

氏を当該

委員に任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により議会の同意を求め

るものである。 

農業委員会

事務局 

議案第33号

富津市監査委員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて 

（提案理由） 

富津市監査委員磯 貝
いそがい

昭 一
しょういち

氏の任期が令和５年

６月30日をもって満了となることに伴い、同氏を引

き続き当該委員に選任することについて、地方自治

法第196条第１項の規定により議会の同意を求める

ものである。 

監査委員事

務局 

報告第１号

令和４年度富津市一般会計予算継続費繰越計算書に

ついて 

（報告理由） 

 令和４年度富津市一般会計予算継続費を翌年度に

繰り越したので、地方自治法施行令第145条第１項の

規定により議会に報告するものである。 

総務部 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

報告第２号

令和４年度富津市一般会計予算繰越明許費繰越計算

書について 

（報告理由） 

令和４年度富津市一般会計予算繰越明許費を翌年

度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第２

項の規定により議会に報告するものである。 

総務部 

報告第３号

専決処分の報告について 

（報告理由） 

道路の瑕疵により発生した事故による損害賠償の

額を定めること及び和解について、地方自治法第180

条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第

２項の規定により議会に報告するものである。 

建設経済部 

報告第４号

専決処分の報告について 

（報告理由） 

車両事故による損害賠償の額を定めること及び和

解について、地方自治法第180条第１項の規定により

専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会

に報告するものである。 

総務部 

報告第５号

専決処分の報告について 

（報告理由） 

車両事故による損害賠償の額を定めること及び和

解について、地方自治法第180条第１項の規定により

専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会

に報告するものである。 

消防本部 

報告第６号

専決処分の報告について 

（報告理由） 

車両事故による損害賠償の額を定めること及び和

解について、地方自治法第180条第１項の規定により

専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会

に報告するものである。 

総務部 

報告第７号

専決処分の報告について 

（報告理由） 

車両事故による損害賠償の額を定めること及び和

解について、地方自治法第180条第１項の規定により

専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会

に報告するものである。 

総務部 

報告第８号

専決処分の報告について 

（報告理由） 

物損事故による損害賠償の額を定めること及び和

解について、地方自治法第180条第１項の規定により

専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会

に報告するものである。 

消防本部 
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議案第１号資料 

富津市税条例（昭和46年富津市条例第35号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日ま

でに、その徴収した月割額を施行規則第５号の15様式若しくは第５

号の15の２様式又は施行規則第２条の６の規定により総務大臣が定

めた様式による納入書によって納入しなければならない。 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日ま

でに、その徴収した月割額を施行規則第５号の15様式若しくは第５

号の15の２様式又は施行規則第２条の６の規定により総務大臣が定

めた様式による納入書により 納入しなければならない。 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１

項、第２項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書（第９

項、第10項及び第12項において「納税申告書」という。）を、同条

第１項、第２項、第31項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれ

これらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあって

は遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項

後段及び第２項後段の規定により提出があったものとみなされる申

告書に係る税金を施行規則第22号の４様式  

による納付書により納付しなければならない。 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１

項、第２項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書（第９

項、第10項及び第12項において「納税申告書」という。）を、同条

第１項、第２項、第31項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれ

これらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあって

は遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項

後段及び第２項後段の規定により提出があったものとみなされる申

告書に係る税金を施行規則第22号の４様式又は第22号の４の２様式

による納付書により納付しなければならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人

（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法

第66条の７第４項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第

321条の８第36項及び令第48条の12の２に規定するところにより、控

除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除

する。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人

（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法

第66条の７第４項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第

321条の８第36項及び令第48条の12の２に規定するところにより、控

除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除

する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３第３項及び第９項の

規定の適用を受ける場合には、法第321条の８第37項及び令第48条の

12の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定によ

り申告納付すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３第３項及び第９項の

規定の適用を受ける場合には、法第321条の８第37項及び令第48条の

12の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定によ

り申告納付すべき法人税割額から控除する。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、

法第321条の８第38項及び令第48条の13の規定するところにより、控

除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、

法第321条の８第38項及び令第48条の13の規定するところにより、控

除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控
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除する。 除する。 

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同条第33項の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する

場合には、当該税金に係る同条第１項、第２項又は第31項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第

７項第１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申告書を提出した日（同条

第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期

限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はその期間

の末日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算

して施行規則第22号の４様式           による納付書

により納付しなければならない。 

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同条第33項の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する

場合には、当該税金に係る同条第１項、第２項又は第31項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第

７項第１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申告書を提出した日（同条

第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期

限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はその期間

の末日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算

して施行規則第22号の４様式又は第22号の４の２様式による納付書

により納付しなければならない。 

６ 前項の場合において、法人が法第321条の８第１項、第２項又は第

31項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前

に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を

経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐

偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第

１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して当該申

告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該

申告書を提出した日（法第321条の８第35項の規定の適用がある場合

において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該

申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間

から控除する。 

６ 前項の場合において、法人が法第321条の８第１項、第２項又は第

31項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前

に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を

経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐

偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第

１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して当該申

告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該

申告書を提出した日（法第321条の８第35項の規定の適用がある場合

において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該

申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間

から控除する。 

７ 第５項の場合において、法第321条の８第34項に規定する申告書

（以下この項において「修正申告書」という。）の提出があったと

き（当該修正申告書に係る市民税について同条第１項、第２項又は

第31項に規定する申告書（以下この項において「当初申告書」とい

う。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付

すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告書

７ 第５項の場合において、法第321条の８第34項に規定する申告書

（以下この項において「修正申告書」という。）の提出があったと

き（当該修正申告書に係る市民税について同条第１項、第２項又は

第31項に規定する申告書（以下この項において「当初申告書」とい

う。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付

すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告書
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が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付

すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税

額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３

項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書

に係る市民税又は令第48条の16の２第３項に規定する市民税にあっ

ては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付

すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税

額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３

項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書

に係る市民税又は令第48条の16の２第３項に規定する市民税にあっ

ては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった

日（その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合に

は、当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日までの

期間 

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった

日（その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合に

は、当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日までの

期間 

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求

に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場

合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくもの

に限る。）によるものである場合には、当該減額更正の通知をし

た日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正

申告書を提出した日（法第321条の８第35項の規定の適用がある場

合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該修正申告書の提出期限）までの期間 

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求

に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場

合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくもの

に限る。）によるものである場合には、当該減額更正の通知をし

た日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正

申告書を提出した日（法第321条の８第35項の規定の適用がある場

合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該修正申告書の提出期限）までの期間 

８ 法人税法第74条第１項又は第144条の６第１項の規定により法人

税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の２第１項

（同法第144条の８において準用する場合を含む。以下この項及び第

52条第１項において同じ。）の規定の適用を受けているものについ

て、同法第75条の２第９項（同法第144条の８において準用する場合

を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用がある場合には、

同法第75条の２第９項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税

額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算

定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額について

は、当該法人税額について同条第１項の規定の適用がないものとみ

８ 法人税法第74条第１項又は第144条の６第１項の規定により法人

税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の２第１項

（同法第144条の８において準用する場合を含む。以下この項及び第

52条第１項において同じ。）の規定の適用を受けているものについ

て、同法第75条の２第９項（同法第144条の８において準用する場合

を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用がある場合には、

同法第75条の２第９項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税

額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算

定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額について

は、当該法人税額について同条第１項の規定の適用がないものとみ
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なして、第18条の２の規定を適用することができる。 なして、第18条の２の規定を適用することができる。 

９ 法第321条の８第62項に規定する特定法人である内国法人は、第１

項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市

民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第62項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第11項において「申告書記載事項」という。）

を、法第762条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、地方税共同機構（第11項において「機構」という。）

を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなけれ

ばならない。 

９ 法第321条の８第62項に規定する特定法人である内国法人は、第１

項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市

民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第62項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第11項において「申告書記載事項」という。）

を、法第762条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、地方税共同機構（第11項において「機構」という。）

を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなけれ

ばならない。 

10 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事

項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条

例又はこれに基づく規則の規定を適用する。 

10 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事

項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条

例又はこれに基づく規則の規定を適用する。 

11 第９項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法

第762条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）

に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に

到達したものとみなす。 

11 第９項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法

第762条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）

に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に

到達したものとみなす。 

12 第９項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由に

より地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であ

ると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告

書を提出することができると認められる場合において、同項の規定

を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受

けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告について

は、前３項の規定は、適用しない。法人税法第75条の５第２項の申

請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第９項の内

国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の

処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申

告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出

期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する

期間内に行う同項の申告についても、同様とする。 

12 第９項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由に

より地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であ

ると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告

書を提出することができると認められる場合において、同項の規定

を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受

けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告について

は、前３項の規定は、適用しない。法人税法第75条の５第２項の申

請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第９項の内

国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の

処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申

告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出

期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する

期間内に行う同項の申告についても、同様とする。 

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の
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適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定

を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請

書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日

前までに、これを市長に提出しなければならない。 

適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定

を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請

書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日

前までに、これを市長に提出しなければならない。 

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は、第９項の申告につ

き第12項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その

旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しな

ければならない。 

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は、第９項の申告につ

き第12項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その

旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しな

ければならない。 

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321

条の８第71項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これ

らの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第12項前段の期

間内に行う第９項の申告については、第12項前段の規定は適用しな

い。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受

けたときは、この限りでない。 

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321

条の８第71項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これ

らの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第12項前段の期

間内に行う第９項の申告については、第12項前段の規定は適用しな

い。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受

けたときは、この限りでない。 

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第14項の

届出書の提出又は法人税法第75条の５第３項若しくは第６項の処分

があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日

以後の第12項後段の期間内に行う第９項の申告については、第12項

後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新た

に同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第14項の

届出書の提出又は法人税法第75条の５第３項若しくは第６項の処分

があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日

以後の第12項後段の期間内に行う第９項の申告については、第12項

後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新た

に同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付

の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期

限までに、施行規則第22号の４様式           による

納付書により納付しなければならない。 

第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付

の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期

限までに、施行規則第22号の４様式又は第22号の４の２様式による

納付書により納付しなければならない。 

２ 前項の場合には、その不足税額に法第321条の８第１項、第２項又

は第31項の納期限（同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不

足税額がある場合には、同条第１項又は第２項の納期限とし、納期

限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第４項

第１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ、年14.6パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限の

２ 前項の場合には、その不足税額に法第321条の８第１項、第２項又

は第31項の納期限（同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不

足税額がある場合には、同条第１項又は第２項の納期限とし、納期

限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第４項

第１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ、年14.6パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限の
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翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない。 

翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない。 

３ 前項の場合において、法第321条の11第１項又は第３項の規定によ

る更正の通知をした日が、法第321条の８第１項、第２項又は第31

項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に

提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経

過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免

れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知をした

日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若し

くは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正

申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知を

した日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

３ 前項の場合において、法第321条の11第１項又は第３項の規定によ

る更正の通知をした日が、法第321条の８第１項、第２項又は第31

項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に

提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経

過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免

れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知をした

日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若し

くは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正

申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知を

した日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（これ

に類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）

があったとき（当該増額更正に係る市民税について法第321条の８第

１項、第２項又は第31項に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の

提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、

当該増額更正があったときに限る。）は、当該増額更正により納付

すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税

額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正によ

り納付すべき市民税又は令第48条の15の４第４項に規定する市民税

にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎

となる期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（これ

に類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）

があったとき（当該増額更正に係る市民税について法第321条の８第

１項、第２項又は第31項に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の

提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、

当該増額更正があったときに限る。）は、当該増額更正により納付

すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税

額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正によ

り納付すべき市民税又は令第48条の15の４第４項に規定する市民税

にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎

となる期間から控除する。 

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった

日（その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合に

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった

日（その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合に
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は、当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日までの

期間 

は、当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日までの

期間 

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求

に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場

合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくもの

に限る。）によるものである場合には、当該減額更正の通知をし

た日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該増額

更正の通知をした日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法

人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るもの

にあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更

正若しくは決定の通知をした日）までの期間 

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求

に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場

合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくもの

に限る。）によるものである場合には、当該減額更正の通知をし

た日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該増額

更正の通知をした日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法

人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るもの

にあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更

正若しくは決定の通知をした日）までの期間 

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続） 

第98条 前条の規定によりたばこ税を申告納付すべき者（以下この節

において「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初

日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごと

の課税標準たる本数の合計数（以下この節において「課税標準数量」

という。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第96条第１

項の規定により免除を受けようとする場合には同項の適用を受けよ

うとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の規定によ

り控除を受けようとする場合には同項の適用を受けようとするたば

こ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の２様式による

申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号

の２の５様式又は第34号の２の５の２様式による納付書により納付

しなければならない。この場合において、当該申告書には、第96条

第３項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの品

目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の５様式に

よる書類を添付しなければならない。 

第98条 前条の規定によりたばこ税を申告納付すべき者（以下この節

において「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初

日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごと

の課税標準たる本数の合計数（以下この節において「課税標準数量」

という。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第96条第１

項の規定により免除を受けようとする場合には同項の適用を受けよ

うとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の規定によ

り控除を受けようとする場合には同項の適用を受けようとするたば

こ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の２様式による

申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号

の２の５様式又は第34号の２の５の２様式による納付書により納付

しなければならない。この場合において、当該申告書には、第96条

第３項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの品

目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の５様式に

よる書類を添付しなければならない。 

２ 法第473条第２項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売

業者等が申告納税者である場合には、前項の規定により次の表の左

欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかか

わらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の

２ 法第473条第２項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売

業者等が申告納税者である場合には、前項の規定により次の表の左

欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかか

わらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の
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規定により提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この

場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第34号の２

の２様式によらなければならない。 

規定により提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この

場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第34号の２

の２様式によらなければならない。 

（略） （略） 

３ 次条第１項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、

同項の規定による控除を受けるべき月において前２項の規定による

申告書の提出を要しない者で、同条第１項の規定による控除を受け

るべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還

付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の

２の６様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場

合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ご

との数量についての明細を記載した施行規則第16号の５様式による

書類を添付しなければならない。 

３ 次条第１項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、

同項の規定による控除を受けるべき月において前２項の規定による

申告書の提出を要しない者で、同条第１項の規定による控除を受け

るべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還

付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の

２の６様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場

合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ご

との数量についての明細を記載した施行規則第16号の５様式による

書類を添付しなければならない。 

４ 申告納税者が法第475条第２項の規定により提出する修正申告書

は、施行規則第34号の２様式又は第34号の２の２様式によらなけれ

ばならない。 

４ 申告納税者が法第475条第２項の規定により提出する修正申告書

は、施行規則第34号の２様式又は第34号の２の２様式によらなけれ

ばならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係

る第１項又は第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その

延長された納期限。第101条第２項において同じ。）の翌日から納付

の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント（修正

申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の２の５

様式又は第34号の２の５の２様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係

る第１項又は第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その

延長された納期限。第101条第２項において同じ。）の翌日から納付

の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント（修正

申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の２の５

様式又は第34号の２の５の２様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） （たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条

の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過

少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知

書の指定する期限までに、施行規則第34号の２の５様式又は第34号

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条

の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過

少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知

書の指定する期限までに、施行規則第34号の２の５様式又は第34号
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の２の５の２様式による納付書によって納付しなければならない。 の２の５の２様式による納付書により 納付しなければならない。

２ 前項の場合には、その不足税額に第98条第１項又は第２項の納期

限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント

（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

２ 前項の場合には、その不足税額に第98条第１項又は第２項の納期

限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント

（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

  附 則   附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 

第８条 昭和57年度から令和６年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、法附則第６条第４項に規定する場合において、第36条の２第

１項の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通

知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出さ

れた第36条の３第１項の確定申告書を含む。次項において同じ。）

に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第１項に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めると

きを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の

所得割の額を免除する。 

第８条 昭和57年度から令和９年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、法附則第６条第４項に規定する場合において、第36条の２第

１項の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通

知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出さ

れた第36条の３第１項の確定申告書を含む。次項において同じ。）

に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第１項に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めると

きを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の

所得割の額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第

５項に規定する場合において、第36条の２第１項の規定による申告

書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第２項第２号に規定

する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前

年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の

３まで、第34条の６から第34条の８まで、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び前条の規定にか

かわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とするこ

とができる。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第

５項に規定する場合において、第36条の２第１項の規定による申告

書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第２項第２号に規定

する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前

年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の

３まで、第34条の６から第34条の８まで、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び前条の規定にか

かわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とするこ

とができる。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第34条の９第１項の規定の

適用については、同項中「前３条」とあるのは、「前３条並びに附

則第８条第２項」とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第34条の９第１項の規定の

適用については、同項中「前３条」とあるのは、「前３条並びに附

則第８条第２項」とする。 

（読替規定） （読替規定） 
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第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで、第63条又は第64条の

規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又

は第349条の３の４から第349条の５まで」とあるのは、「若しくは

第349条の３の４から第349条の５まで又は附則第15条から第15条の

３の２まで、第63条若しくは第64条」とする。 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで又は第63条    の

規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又

は第349条の３の４から第349条の５まで」とあるのは、「若しくは

第349条の３の４から第349条の５まで又は附則第15条から第15条の

３の２まで若しくは第63条    」とする。 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第10条の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１とする。 

第10条の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１とする。 

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する市町村の条例で定める割合

は５分の４とする。 

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する市町村の条例で定める割合

は５分の４とする。 

３ 法附則第15条第22項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

３ 法附則第15条第21項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

４ 法附則第15条第23項第１号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

４ 法附則第15条第22項第１号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第23項第２号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

５ 法附則第15条第22項第２号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第23項第３号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第22項第３号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

７ 法附則第15条第24項第１号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

７ 法附則第15条第23項第１号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

８ 法附則第15条第24項第２号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

８ 法附則第15条第23項第２号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

９ 法附則第15条第26項第１号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

９ 法附則第15条第25項第１号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

10 法附則第15条第26項第１号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

10 法附則第15条第25項第１号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

11 法附則第15条第26項第１号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

11 法附則第15条第25項第１号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

12 法附則第15条第26項第１号ニに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

12 法附則第15条第25項第１号ニに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

13 法附則第15条第26項第２号イに規定する設備について同号に規定13 法附則第15条第25項第２号イに規定する設備について同号に規定
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する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

14 法附則第15条第26項第２号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

14 法附則第15条第25項第２号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

15 法附則第15条第26項第２号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

15 法附則第15条第25項第２号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

16 法附則第15条第26項第３号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

16 法附則第15条第25項第３号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

17 法附則第15条第26項第３号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

17 法附則第15条第25項第３号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

18 法附則第15条第26項第３号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第３号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

19 法附則第15条第29項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

19 法附則第15条第28項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

20 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

20 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

21 法附則第15条第34項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

21 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

22 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

22 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

23 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の１とする。 

23 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の１とする。 

24 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は４分

の３とする。 

24 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は４分

の３とする。 

25 法附則第15条の８第２項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の２とする。 

25 法附則第15条の８第２項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の２とする。 

26 法附則第64条       に規定する市町村の条例で定める割

合は０   とする。 

26 法附則第15条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の１とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

第10条の３ 法附則第15条の６第１項又は第２項の住宅について、こ

れらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する

第10条の３ 法附則第15条の６第１項又は第２項の住宅について、こ

れらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する
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年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出

しなければならない。 

年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出

しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 (２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供

した年月日 

(３) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供

した年月日 

２ 法附則第15条の７第１項又は第２項の住宅について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月

31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第３項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

２ 法附則第15条の７第１項又は第２項の住宅について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月

31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第３項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 (２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供

した年月日 

(３) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供

した年月日 

(４) 当該年度の初日の属する年の１月31日を経過した後に申告書

を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理

由 

(４) 当該年度の初日の属する年の１月31日を経過した後に申告書

を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理

由 

３ 法附則第15条の８第１項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

３ 法附則第15条の８第１項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則

第12条第８項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則

第12条第８項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

４ 法附則第15条の８第２項の貸家住宅について、同項の規定の適用４ 法附則第15条の８第２項の貸家住宅について、同項の規定の適用
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を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日まで

に次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関す

る法律（平成13年法律第26号）第７条第１項の登録を受けた旨を証

する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12

条第12項第１号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添

付した申告書を市長に提出しなければならない。 

を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日まで

に次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関す

る法律（平成13年法律第26号）第７条第１項の登録を受けた旨を証

する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12

条第12項第１号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添

付した申告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 (２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

５ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

５ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則

第12条第15項において準用する同条第８項に規定する従前の権利

に対応する部分の床面積 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則

第12条第15項において準用する同条第８項に規定する従前の権利

に対応する部分の床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

６ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

６ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 (２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 
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(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 耐震改修が完了した年月日 (４) 耐震改修が完了した年月日 

(５) 耐震改修に要した費用 (５) 耐震改修に要した費用 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項

の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項

の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供

する部分の床面積 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供

する部分の床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及

び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別 

(４) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及

び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別 

(５) 居住安全改修工事が完了した年月日 (５) 居住安全改修工事が完了した年月日 

(６) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に

規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(６) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に

規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(７) 居住安全改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告

書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった

理由 

(７) 居住安全改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告

書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった

理由 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項

の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項

の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 
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(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供

する部分の床面積 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供

する部分の床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 (４) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

(５) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項

に規定する補助金等 

(５) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項

に規定する補助金等 

(６) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなか

った理由 

(６) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなか

った理由 

９ 法附則第15条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合住宅に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基

準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第10項各号に規定す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

９ 法附則第15条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合住宅に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基

準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第10項各号に規定す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 (２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 耐震改修が完了した年月日 (４) 耐震改修が完了した年月日 

(５) 耐震改修に要した費用 (５) 耐震改修に要した費用 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

10 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住

宅又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条

の９第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

10 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住

宅又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条

の９第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第
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11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供

する部分の床面積 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供

する部分の床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 (４) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

(５) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項

に規定する補助金等 

(５) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項

に規定する補助金等 

(６) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなか

った理由 

(６) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなか

った理由 

11 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区

分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第16項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又

は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 当該工事が完了した年月日 

(５) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

11 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第７条第13項に規定する補助に係る補助金確定通

12 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第７条第17項に規定する補助に係る補助金確定通
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知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第123号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び

当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満た

すことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第123号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び

当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満た

すことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 (２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 耐震改修が完了した年月日 (４) 耐震改修が完了した年月日 

(５) 施行規則附則第７条第13項に規定する補助の算定の基礎とな

った当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(５) 施行規則附則第７条第17項に規定する補助の算定の基礎とな

った当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

12 法附則第15条の11第１項の改修実演芸術公演施設について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上

改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行規則（平成18年国土交通省令第110号）第10条第２項に規定する第

４号様式による通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成24年法律第49号）第２条第２項に規定する実演

芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

13 法附則第15条の11第１項の改修実演芸術公演施設について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上

改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行規則（平成18年国土交通省令第110号）第10条第２項に規定する第

４号様式による通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成24年法律第49号）第２条第２項に規定する実演

芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 (２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成18年政令第379号）第５条第３号に規定する劇場若

しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂の

いずれに該当するかの別 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成18年政令第379号）第５条第３号に規定する劇場若

しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂の

いずれに該当するかの別 
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(４) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (４) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(５) 利便性等向上改修工事が完了した年月日 (５) 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

(６) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなか

った理由 

(６) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなか

った理由 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第15条の４ 法第451条第１項第１号（同条第４項又は第５項において

準用する場合を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のも

のに限る。以下この条において同じ。）に対しては、当該三輪以上

の軽自動車の取得が令和元年10月１日から令和３年12月31日までの

間（附則第15条の８第３項において「特定期間」という。）に行わ

れたときに限り、第80条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の

環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の４の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、

第１章第２節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の

賦課徴収の例により、行うものとする。 

第15条の４   軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、

第１章第２節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の

賦課徴収の例により、行うものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同

条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）又は法第451

条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項又は第５項に

おいて準用する場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第29条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同

条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）又は法第451

条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項又は第５項に

おいて準用する場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第29条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動

車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額がある

ことを附則第15条の６の規定により読み替えられた第81条の６第１

項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）

後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交

通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動

車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額がある

ことを附則第15条の６の規定により読み替えられた第81条の６第１

項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）

後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交

通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請
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をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその

一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則

第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第１

項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者

とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその

一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則

第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第１

項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者

とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環

境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環

境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第15条の８ 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の４の規定

の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第15条の８ 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の４の規定

の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

（略） （略） 

２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の４（第３号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、当分の間、同号中「100

分の３」とあるのは、「100分の２」とする。 

２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の４（第３号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、当分の間、同号中「100

分の３」とあるのは、「100分の２」とする。 

３ 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第81条

の４（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用について

は、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これら

の規定中「100分の２」とあるのは、「100分の１」とする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する

当該軽自動車が最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第８項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を

受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分

の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する

当該軽自動車が最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を

受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分

の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分
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の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動

車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和２

年４月１日から令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和３年度分

   の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動

車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和４

年４月１日から令和８年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

（略） （略） 

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる法第446条第１項

第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この条において「ガソリ

ン軽自動車」という。）のうち三輪以上のものに対する第82条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第２号ア(イ) 3,900円 2,000円

第２号ア(ウ)ａ 6,900円 3,500円

10,800円 5,400円

第２号ア(ウ)ｂ 3,800円 1,900円

5,000円 2,500円

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車

のうち三輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）

に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和２年４月１日から令和３年３月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
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ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ) 3,900円 3,000円

第２号ア(ウ)ａ 6,900円 5,200円

10,800円 8,100円

第２号ア(ウ)ｂ 3,800円 2,900円

5,000円 3,800円

５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動

車のうち、自家用の乗用のものに対する第82条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車

税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度

分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動

車（自家用の乗用のものを除く。）に対する第82条の規定の適用に

ついては、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和

５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５

年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽

自動車

                 （営業用の乗用のものに限

る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受ける三輪以上の法第446条

第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項に

おいて「ガソリン軽自動車」という。）（営業用の乗用のものに限

る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限
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り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分

あ                  の軽自動車税の種別割に

限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句     とする。 

り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和８年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番

号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に

限り、同条第２号ア（イ）中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、

同号ア（ウ）ａ中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽

自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のも

のに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別

割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度

分                     の軽自動車税の種

別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句      とす

る。 

４ 法附則第30条第４項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽

自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のも

のに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別

割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和７年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種

別割に限り、同条第２号ア（イ）中「3,900円」とあるのは「3,000

円」と、同号ア（ウ）ａ中「6,900円」とあるのは「5,200円」とす

る。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以

上の軽自動車が前条第２項から第８項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交

通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以

上の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交

通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があ

ることを第83条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限）後において知った場合において、当該事実が

生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他

不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は

間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交

通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土

交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があ

ることを第83条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限）後において知った場合において、当該事実が

生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他

不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は

間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交

通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土

交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該
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申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足

額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種

別割に関する規定（第87条及び第88条の規定を除く。）を適用する。

申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足

額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種

別割に関する規定（第87条及び第88条の規定を除く。）を適用する。

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種

別割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種

別割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

４ 第２項の規定の適用がある場合における第19条の規定の適用につ

いては、同条中「納期限（」とあるのは、「納期限（附則第16条の

２第２項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自

動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該」とする。

４ 第２項の規定の適用がある場合における第19条の規定の適用につ

いては、同条中「納期限（」とあるのは、「納期限（附則第16条の

２第２項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自

動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該」とする。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る市民税の課税の特例） 

第17条の２ 昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定す

る土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲渡（同項に規定

する譲渡をいう。以下この条において同じ。）をした場合において、

当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲

渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額

に対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

に相当する額とする。 

第17条の２ 昭和63年度から令和８年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定す

る土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲渡（同項に規定

する譲渡をいう。以下この条において同じ。）をした場合において、

当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲

渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額

に対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

に相当する額とする。 

(１) 課税長期譲渡所得金額が２千万円以下である場合 当該課税

長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額 

(１) 課税長期譲渡所得金額が２千万円以下である場合 当該課税

長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額 

(２) 課税長期譲渡所得金額が２千万円を超える場合 次に掲げる

金額の合計額 

(２) 課税長期譲渡所得金額が２千万円を超える場合 次に掲げる

金額の合計額 

ア 48万円 ア 48万円 

イ 当該課税長期譲渡所得金額から２千万円を控除した金額の

100分の３に相当する金額 

イ 当該課税長期譲渡所得金額から２千万円を控除した金額の

100分の３に相当する金額 
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２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人

の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定

する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該

譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の２第

５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の

所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第

34条の２第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和８年度までの各年度分の個人

の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定

する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該

譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の２第

５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の

所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第

34条の２第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第33条から第33条の４まで、第34条から第35条の３まで、第36条の

２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６まで又は第37

条の８の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項

に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良

住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第33条から第33条の４まで、第34条から第35条の３まで、第36条の

２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６まで又は第37

条の８の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項

に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良

住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 
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議案第３号資料 

富津市印鑑条例（昭和47年富津市条例第７号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（印鑑登録証明書の申請及び交付） （印鑑登録証明書の申請及び交付） 

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、前条第２項に規定する印鑑登

録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明申請書に印

鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、印鑑

登録者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個

人番号カード（以下「個人番号カード」という。）を提示して自ら

申請した場合において、当該申請者が印鑑登録者本人であること及

び当該申請が本人の意思に基づくものであることを市長が確認した

ときは、印鑑登録者は、印鑑登録証の添付を省略することができる。

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、前条第２項に規定する印鑑登

録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明申請書に印

鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、印鑑

登録者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個

人番号カード（以下「個人番号カード」という。）を提示して自ら

申請した場合において、当該申請者が印鑑登録者本人であること及

び当該申請が本人の意思に基づくものであることを市長が確認した

ときは、印鑑登録者は、印鑑登録証の添付を省略することができる。

２ 市長は、前項本文の規定による申請があった場合において、印鑑

登録証明申請書及び印鑑登録証を印鑑登録票と照合し、当該申請が

適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して印鑑

登録証明書を交付するものとする。 

２ 市長は、前項本文の規定による申請があった場合において、印鑑

登録証明申請書及び印鑑登録証を印鑑登録票と照合し、当該申請が

適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して印鑑

登録証明書を交付するものとする。 

３ 市長は、第１項ただし書の規定による申請があった場合において、

個人番号カードを印鑑登録票と照合し、当該申請が適正であること

を確認したときは、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交

付するものとする。 

３ 市長は、第１項ただし書の規定による申請があった場合において、

個人番号カードを印鑑登録票と照合し、当該申請が適正であること

を確認したときは、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交

付するものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード（電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する

法律（平成14年法律第153号）第22条第１項に規定する利用者証明用

電子証明書        が記録されたものに限る。）

                を使用して、多機能端末機（本

市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置した

端末機であって、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有す

るものをいう。）に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機

４ 前３項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード（電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する

法律（平成14年法律第153号）第22条第１項に規定する個人番号カー

ド用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）又は移動

端末設備（同法第16条の２第１項に規定する移動端末設備をいい、

同法第35条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子

証明書が記録されたものに限る。）を使用して、多機能端末機（本

市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置した

端末機であって、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有す

るものをいう。）に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機
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構の証認業務に関する法律施行規則（平成15年総務省令第120号）第

42条第２項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力する方法に

より印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができ

る。 

構の証認業務に関する法律施行規則（平成15年総務省令第120号）第

42条第２項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力する方法に

より印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができ

る。 

3
5



議案第４号資料 

富津市税条例（昭和46年富津市条例第35号）新旧対照表 

改 正 前 改 正 案 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33条第４項に規定する特定配

当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と

なった特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課された場合又は同条第６項に規定する特定株式等譲渡

所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当

割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第34条の３及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33条第４項に規定する特定配

当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と

なった特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課された場合又は同条第６項に規定する特定株式等譲渡

所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当

割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第34条の３及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除

することができなかった金額があるときは、当該控除することがで

きなかった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は

  当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の県民税若

しくは市民税に充当し                 、若し

くは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する

 。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除

することができなかった金額があるときは、当該控除することがで

きなかった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は当該控除することができなかった金

額のうち法第314条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額に

より当該納税義務者の前項の申告書に係る年度分の個人の県民税、

個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若し

くは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入す

る。 

３ 法第37条の４の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額

から控除することができなかった金額があるときは、当該控除する

ことができなかった金額を第１項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなし

て、前項の規定を適用する。 

３ 法第37条の４の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額

から控除することができなかった金額があるときは、当該控除する

ことができなかった金額を第１項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなし

て、前項の規定を適用する。 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定す第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定す
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る申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条に

おいて「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

る申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条に

おいて「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

(１) 当該給与支払者の氏名又は名称 (１) 当該給与支払者の氏名又は名称 

(２) 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるも

のに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に

規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の

支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当す

るものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次

条第１項において同じ。）の氏名 

(２) 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるも

のに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に

規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の

支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当す

るものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次

条第１項において同じ。）の氏名 

(３) 扶養親族の氏名 (３) 扶養親族の氏名 

(４) その他施行規則で定める事項 (４) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を給与支

払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事

項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項

又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書（その者が当該前

年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由

して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定によ

る申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施

行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の３の２第１項の

規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前

項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出するこ

とができる。 

２ 前項 又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出

した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項

あ又は法第317条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じ

３ 第１項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出

した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、第１

項又は法第317条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じ
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た日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

た日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 前２項    の場合において、これらの規定による申告書がそ

の提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告

書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がそ

の提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告

書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する

令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に

対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第53条の９第３項に

おいて同じ。）により提供することができる。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する

令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に

対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第53条の９第３項に

おいて同じ。）により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用につい

ては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」

と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提

供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適用につい

ては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」

と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提

供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

（個人の市民税の徴収方法 ） （個人の市民税の徴収方法等） 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第１項、第47条の５又

は第53条の５の規定によって特別徴収方法による場合を除くほか、

普通徴収の方法によって徴収する。 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第１項、第47条の５又

は第53条の５の規定により 特別徴収方法による場合を除くほか、

普通徴収の方法により 徴収する。 

２ 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合

に併せて賦課し、及び徴収する。 

２ 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合

に併せて賦課し、及び徴収する。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収す

る場合に併せて賦課し、及び徴収する。 

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、

当該年度分の個人の市民税額及び  県民税額の合算額

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、

当該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の
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   （第47条第１項又は第47条の６第１項の規定によって徴収す

る場合にあっては、特別徴収の方法によって徴収されないことにな

った金額に相当する税額）を前条第１項の納期（第47条第１項又は

第47条の６第１項の規定によって徴収する場合にあっては、特別徴

収の方法によって徴収されないこととなった日以後に到来する納

期）の数で除して得た額とする。 

合算額（第47条第１項又は第47条の６第１項の規定により 徴収す

る場合にあっては、特別徴収の方法により 徴収されないことにな

った金額に相当する税額）を前条第１項の納期（第47条第１項又は

第47条の６第１項の規定により 徴収する場合にあっては、特別徴

収の方法により 徴収されないこととなった日以後に到来する納

期）の数で除して得た額とする。 

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前

年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給

与支払を受けている者（次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法

によって徴収することが著しく困難であると認められるものを除

く。以下この条において「給与所得者」という。）である場合にお

いては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均

等割額

            の合算額を特別徴収の方法によって徴収

する。 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前

年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給

与支払を受けている者（次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法

により 徴収することが著しく困難であると認められるものを除

く。以下この条において「給与所得者」という。）である場合には

あ  、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均

等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及

び第５項において同じ。）の合算額を特別徴収の方法により 徴収

する。 

(１) 支払期間が１月を超える期間により定められている給与のみ

の支払を受ける者 

(１) 支払期間が１月を超える期間により定められている給与のみ

の支払を受ける者 

(２) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支

払を受ける者 

(２) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支

払を受ける者 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給

与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得

に係る所得割額を同項の規定によって特別徴収の方法によって徴収

すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特

別徴収の方法によって徴収することができる。ただし、第36条の２

第１項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の

方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給

与所得以外の所得がある場合には   、当該給与所得以外の所得

に係る所得割額を同項の規定により 特別徴収の方法により 徴収

すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特

別徴収の方法により 徴収することができる。ただし、第36条の２

第１項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の

方法により 徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

３ 前項の本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係

る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後にお

いて、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額

の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でな

３ 前項の本文の規定により 給与所得者の給与所得以外の所得に係

る所得割額を特別徴収の方法により 徴収することとなった後にお

いて、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額

の全部又は一部を特別徴収の方法により 徴収することが適当でな
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いと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所

得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法によ

り徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむ

を得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法によっ

て徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収に

より徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収

するものとする。 

いと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所

得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法によ

り徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむ

を得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により

あ徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収に

より徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収

するものとする。 

４ 第１項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた

者であり、かつ、当該年度の初日において第47条の２第１項に規定

する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場

合における前２項の規定の適用については、これらの規定中「給与

所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」

とする。 

４ 第１項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた

者であり、かつ、当該年度の初日において第47条の２第１項に規定

する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場

合における前２項の規定の適用については、これらの規定中「給与

所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」

とする。 

５ 納税義務者である給与所得者に対し、給与の支払をする者に当該

年度の初日の翌日から翌年の４月30日までの間において移動を生じ

た場合において当該給与所得者が当該給与所得者 に対して新たに

給与の支払をする者となった者（所得税法第183条の規定によって給

与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。

以下この項において同じ。）を通じて当該異動によって従前の給与

の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌

月10日 （その支払を受けなくなった日が翌年の４月中である場合

には、同月30日）までに、第１項の規定により特別徴収の方法によ

って徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額（既に特別徴収の方法によって徴収される金額があるとき

は、当該金額を控除した金額）を特別徴収の方法によって徴収され

たい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によって

徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の４月中にあった場

合において特別徴収 の方法によって徴収することが困難であると

市長が認めるときは、この限りでない。 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者 に当該

年度の初日の翌日から翌年の４月30日までの間において異動を生じ

た場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに

給与の支払をする者となった者（所得税法第183条の規定により給与

あの支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。

以下この項において同じ。）を通じて、当該異動により従前の給与

の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌

月の10日（その支払を受けなくなった日が翌年の４月中である場合

には、同月30日）までに、第１項の規定により特別徴収の方法によ

り徴収されるべき 前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額（既に特別徴収の方法により徴収された金額 があるとき

は、当該金額を控除した金額）を特別徴収の方法により徴収された

い 旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴

収するもの とする。ただし、当該申出が翌年の４月中にあった場

合において、特別徴収の方法により 徴収することが困難であると

市長が認めるときは、この限りでない。 

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者が

、当該年度の初日の属する年の６月１日から12月31日までの間にお

６ 特別徴収の方法により 個人の市民税を徴収される納税義務者が

当該年度 の初日の属する年の６月１日から12月31日までの間にお
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いて給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した

日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収さ

れたい旨の納税義務者からの申出があった場合及びその事由がその

年の翌年の１月１日から４月30日までの間において発生した場合に

は、当該納税義務者        に対してその年の５月31日ま

での間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に

相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同

日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされない

こととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は

退職手当等の額から徴収することができる額）を特別徴収の方法に

よって徴収する。 

いて給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した

日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により 徴収さ

れたい旨の納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者

が 翌年の１月１日から４月30日までの間において給与の支払を受

けないこととなった場合には、その者に対してその年の５月31日ま

での間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に

相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同

日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされない

こととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は

退職手当等の額から徴収することができる額）を特別徴収の方法に

より 徴収する。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） 

第47条 個人の市民税の納税義務者が給与の支払を受けなくなったこ

と等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって

徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によっ

て徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方

法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第40

条第１項の納期がある場合においては、それぞれの納期において、

その日以後に到来する同項の納期がない場合においては、直ちに、

普通徴収の方法によって徴収するものとする。 

第47条 個人の市民税の納税者  が給与の支払を受けなくなったこ

と等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により 

徴収されないこととなった場合には、特別徴収  の方法によりあ

あ徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方

法により 徴収されないこととなった日以後において到来する第40

条第１項の納期がある場合にはそれぞれ     の納期におい

て、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ち

に    、普通徴収の方法により 徴収するものとする。 

２ 法第321条の６第１項の通知によって変更された給与所得に係る

特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について既に 特別徴収

義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税

者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収

すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）において

当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に

係る税額は、法第17条の２の規定によって

  当該納税者の未納に係る徴収金に充当する

          。 

２ 法第321条の６第１項の通知により 変更された給与所得に係る

特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収

義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税

者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収

すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）において

当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に

係る税額は、法第17条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収

金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定

を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金

により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入すること

を委託したものとみなす。 
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（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年

の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日

において老齢等年金給付（法第321条の７の２第１項の老齢等年金給

付をいう。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢65

歳以上の者（特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難で

あると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節に

おいて「特別徴収対象年金所得者」という。）である場合において

は、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割

額及び均等割額

                    の合算額（当該納税義

務者に係る均等割額を第44条第１項の規定により特別徴収の方法に

よって徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得

割額。以下この条及び第47条の５において同じ。）の２分の１に相

当する額（以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」と

いう。）を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の３月31

日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の

支払の際に特別徴収の方法によって徴収することができる。 

第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年

の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日

において老齢等年金給付（法第321条の７の２第１項の老齢等年金給

付をいう。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢65

歳以上の者（特別徴収の方法により 徴収することが著しく困難で

あると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節に

おいて「特別徴収対象年金所得者」という。）である場合には

 、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割

額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。

以下この条及び第47条の５において同じ。）の合算額（当該納税義

務者に係る均等割額を第44条第１項の規定により特別徴収の方法に

より 徴収する場合には   、公的年金等に係る所得に係る所得

割額。以下この条及び第47条の５において同じ。）の２分の１に相

当する額（以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」と

いう。）を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の３月31

日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の

支払の際に特別徴収の方法により徴収することができる。 

(１) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者そ

の他の市の行う介護保険の介護保険法（平成９年法律第123号）第

135条第５項に規定する特別徴収対象被保険者でない者 

(１) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者そ

の他の市の行う介護保険の介護保険法（平成９年法律第123号）第

135条第５項に規定する特別徴収対象被保険者でない者 

(２) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年

度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認

められる者 

(２) 特別徴収の方法により 徴収することとした場合には当該年

度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認

められる者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によって徴収す

ることが著しく困難であると市長が認める者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、特別徴収の方法により 徴収す

ることが著しく困難であると市長が認める者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のう

ち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税

額を控除した額を第40条第１項の納期のうち当該年度の初日からそ

の日の属する年の９月30日までの間に到来するものにおいて普通徴

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のう

ち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税

額を控除した額を第40条第１項の納期のうち当該年度の初日からそ

の日の属する年の９月30日までの間に到来するものにおいて普通徴
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収の方法によって徴収する。 収の方法により 徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） 

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法

第321条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金

額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった日以後において到来する第40条第１項の納期がある場合

においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同

項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴

収するものとする。 

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法

第321条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定により特別徴収の方法により 徴収されないこととなった金

額に相当する税額は、その特別徴収の方法により 徴収されないこ

ととなった日以後において到来する第40条第１項の納期がある場合

には   そのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同

項の納期がない場合には   直ちに、普通徴収の方法により 徴

収するものとする。 

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の８第３項において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別

徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によ

って徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、

既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得

者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収

税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）にお

いて当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるとき

は、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の２の規定によって

あ

 当該特別徴収対象年金所得者の未納

に係る徴収金に充当する                   。

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の８第３項において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別

徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によ

り 徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、

既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得

者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収

税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）にお

いて当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるとき

は、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の２の２第１項第２

号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、

第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市

町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納

に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 原動機付自転車 (１) 原動機付自転車 

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロ

ワット以下のもの（エに掲げるものを除く。） 年額 2,000

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロ

ワット以下のもの（エに掲げるものを除く。） 年額 2,000
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円 円 

イ ２輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え0.09リットル

以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット

以下のもの 年額 2,000円 

イ 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え0.09リットル

以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット

以下のもの 年額 2,000円 

ウ ２輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定

格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円 

ウ 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定

格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距

を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が0.5

メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室

を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの

                    を除く。）で、総

排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワ

ットを超えるもの 年額 3,700円 

エ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距

を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が0.5

メートル以下であるもの、 側面が構造上開放されている車室

を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び道路運

送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第１条第１項第

13号の６に規定する特定小型原動機付自転車を除く。）で、総

排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワ

ットを超えるもの 年額 3,700円 

(２) 軽自動車及び小型特殊自動車 (２) 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 ア 軽自動車 

(ア) ２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 3,600円 (ア) 二輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 3,600円

(イ) ３輪のもの 年額 3,900円 (イ) 三輪のもの 年額 3,900円 

(ウ) ４輪以上のもの (ウ) 四輪以上のもの 

ａ 乗用のもの ａ 乗用のもの 

営業用 年額 6,900円 営業用 年額 6,900円 

自家用 年額 10,800円 自家用 年額 10,800円 

ｂ 貨物用のもの ｂ 貨物用のもの 

営業用 年額 3,800円 営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 自家用 年額 5,000円 

(エ) 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円 (エ) 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円 

イ 小型特殊自動車 イ 小型特殊自動車 

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円 (ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円 

(イ) その他のもの 年額 5,900円 (イ) その他のもの 年額 5,900円 

(３) ２輪の小型自動車 年額 6,000円 (３) 二輪の小型自動車 年額 6,000円 

  附 則   附 則 
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（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の４ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１

章第２節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課

徴収の例により、行うものとする。 

第15条の４ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１

章第２節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課

徴収の例により、行うものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同

条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）又は法第451

条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項又は第５項に

おいて準用する場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第29条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同

条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）又は法第451

条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項又は第５項に

おいて準用する場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第29条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動

車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額がある

ことを附則第15条の６の規定により読み替えられた第81条の６第１

項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）

後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交

通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請

をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその

一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則

第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第１

項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者

とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動

車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額がある

ことを附則第15条の６の規定により読み替えられた第81条の６第１

項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）

後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交

通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請

をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその

一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則

第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第１

項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者

とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環

境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環

境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以
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上の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交

通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

上の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交

通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があ

ることを第83条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限）後において知った場合において、当該事実が

生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他

不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は

間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交

通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土

交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該

申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足

額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種

別割に関する規定（第87条及び第88条の規定を除く。）を適用する。

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があ

ることを第83条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限）後において知った場合において、当該事実が

生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他

不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は

間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交

通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土

交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該

申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足

額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種

別割に関する規定（第87条及び第88条の規定を除く。）を適用する。

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種

別割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種

別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

４ 第２項の規定の適用がある場合における第19条の規定の適用につ

いては、同条中「納期限（」とあるのは、「納期限（附則第16条の

２第２項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自

動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該」とする。

４ 第２項の規定の適用がある場合における第19条の規定の適用につ

いては、同条中「納期限（」とあるのは、「納期限（附則第16条の

２第２項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自

動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該」とする。
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議案第５号資料 

富津市国民健康保険税条例（昭和46年富津市条例第49号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する

特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事

業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」

という。）の納付に要する費用のうち、千葉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以

下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以下この条に

おいて「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部

分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。） 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する

特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事

業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」

という。）の納付に要する費用のうち、千葉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以

下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以下この条に

おいて「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部

分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。） 

(２) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（千葉県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に

要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

(２) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（千葉県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に

要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

(３) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、

介護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものを

いう。以下同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康

保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（千

葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国

民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(３) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、

介護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものを

いう。以下同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康

保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（千

葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国

民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 
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２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者（前条第１項の世

帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者並びに前条第２

項の世帯主に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基

礎課税額は、65万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者（前条第１項の世

帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者並びに前条第２

項の世帯主に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基

礎課税額は、65万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、国保課税被保険者

につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が20万円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、20万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、国保課税被保険者

につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、22万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税

額は、17万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税

額は、17万円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第11条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税

額からアに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が65万

円を超える場合には、65万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が20万円を超える場合には、20万円）及び同条第４項本文の介護

納付金課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

第11条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税

額からアに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が65万

円を超える場合には、65万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が22万円を超える場合には、22万円）及び同条第４項本文の介護

納付金課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第

６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、

当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するも

のをいう。以下同じ。）のうち給与所得を有する者（前年中に法

第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40

年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第

６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、

当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するも

のをいう。以下同じ。）のうち給与所得を有する者（前年中に法

第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40

年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第
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３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に

規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。

以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有

する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得につい

て同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を

超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有す

る者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者

等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に

規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。

以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有

する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得につい

て同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を

超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有す

る者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者

等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について27,300円 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について27,300円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について9,100円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について9,100円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について9,800円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について9,800円 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき285,000円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき29万円  を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について19,500円 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について19,500円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について6,500円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について6,500円 
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ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について7,000円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について7,000円 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき52万円＿_を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき535,000円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について7,800円 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について7,800円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について2,600円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について2,600円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について2,800円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について2,800円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以

後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割

額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険

者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険

者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以

後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割

額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険

者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険

者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額を減額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 5,850円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 5,850円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 9,750円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 9,750円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 15,600円 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 15,600円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 19,500円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 19,500円 
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(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 1,950円 ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 1,950円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 3,250円 イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 3,250円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 5,200円 ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 5,200円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 6,500円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 6,500円 

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第12条の２ 国民健康保険税の納税義務者は、当該納税義務者又はそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が特例対象被保険者等である場合には、次に掲げる事項を記載し

た申告書を市長に提出しなければならない。 

第12条の２ 国民健康保険税の納税義務者は、当該納税義務者又はそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が特例対象被保険者等である場合には、次に掲げる事項を記載し

た申告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 世帯主の氏名、住所及び個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）

(１) 世帯主の氏名、住所及び個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）

(２) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号 (２) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号 

(３) 離職年月日 (３) 離職年月日 

(４) 離職理由 (４) 離職理由 

(５) 離職した会社等の名称、所在及び連絡先 (５) 離職した会社等の名称、所在及び連絡先 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 (６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 前項の申告書の提出に当たり、国民健康保険税の納税義務者は、

特例対象被保険者等の雇用保険受給資格者証（雇用保険法施行規則

（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規定するも

のをいう。）その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明

する書類＿＿＿＿ ＿の提示を求められた場合には、これらを提示

しなければならない。 

２ 前項の申告書の提出に当たり、国民健康保険税の納税義務者は、

特例対象被保険者等の雇用保険受給資格者証（雇用保険法施行規則

（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規定するも

のをいう。）又は雇用保険受給資格通知（同規則第19条第３項に規

定するものをいう。）の提示を求められた場合には、これらを提示

しなければならない。 

附 則 附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に

規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に

規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的
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年金等控除額（年齢65歳以上である者に係るものに限る。）の控除

を受けた場合における第11条第１項の規定の適用については、同条

中第１項「法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額」とあるのは「法第703条の５第１項に規定する総所得金額（所

得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、

同条第２項第１号の規定によって計算した金額から15万円を控除し

た金額によるものとする。）及び山林所得金額」と、「110万円」と

あるのは「125万円」とする。 

年金等控除額（年齢65歳以上である者に係るものに限る。）の控除

を受けた場合における第11条第１項の規定の適用については、同条

第１項中「法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額」とあるのは「法第703条の５第１項に規定する総所得金額（所

得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、

同条第２項第１号の規定によって計算した金額から15万円を控除し

た金額によるものとする。）及び山林所得金額」と、「110万円」と

あるのは「125万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する

場合における第３条、第５条の３、第６条及び第11条第１項の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第11条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とす

る。 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する

場合における第３条、第５条の３、第６条及び第11条の   規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第11条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とす

る。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合に

おける第３条、第５条の３、第６条及び第11条第１項の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項

に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第

26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の

２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合に

おける第３条、第５条の３、第６条及び第11条の   規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項

に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第

26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の

２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、
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第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の

長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第11条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の

長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第11条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲

渡所得等を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第

11条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35

条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第11条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲

渡所得等を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第

11条の   規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35

条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第11条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係

る譲渡所得等を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及

び第11条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係

る譲渡所得等を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及

び第11条の   規定の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の
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２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、第11条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、第11条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得

又は雑所得を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び

第11条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第11条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得

又は雑所得を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び

第11条の   規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第11条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得

を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第11条第１

項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第11条第１項中「及

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得

を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第11条の第

１項規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第11条第１項中「及
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び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２

項に規定する特例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適

用利子等又は同法第16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条、第５条の３、第６条及び第11条第１項の規定の適用

については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第

144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この

条及び第11条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の

合計額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は特例適用利子等の額」と、第11条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とす

る。 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２

項に規定する特例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適

用利子等又は同法第16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条、第５条の３、第６条及び第11条の   規定の適用

については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第

144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この

条及び第11条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の

合計額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は特例適用利子等の額」と、第11条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とす

る。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配

当等、同法第12条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条

第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑

所得を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第11条

第１項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の

合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配

当等、同法第12条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条

第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑

所得を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第11条

の   規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の

合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住
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者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法

律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用

する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及

び第11条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の合計

額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は特例適用配当等の額」と、第11条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法

律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用

する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及

び第11条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の合計

額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は特例適用配当等の額」と、第11条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する

条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及

び雑所得を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第

11条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等

の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の

合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規

定する条約適用利子等の額」と、第11条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する

条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及

び雑所得を有する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第

11条の   規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等

の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の

合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規

定する条約適用利子等の額」と、第11条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特
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定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に

規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第11条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から

法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配

当等の額」と、第11条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項

に規定する条約適用配当等の額」とする。 

定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に

規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第５条の３、第６条及び第11条の  

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から

法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配

当等の額」と、第11条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項

に規定する条約適用配当等の額」とする。 
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議案第６号資料 

富津市子ども医療費の助成に関する条例（平成22年富津市条例第13号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(１) 子ども 15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあ

る者であって、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法（昭和

42年法律第81号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されて

いるものをいう。 

(１) 子ども 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあ

る者であって、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法（昭和

42年法律第81号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されて

いるものをいう。ただし、婚姻している者（届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）又は就職し、

保護者の被扶養者でない者を除く。 

(２) 保険給付 規則で定める医療保険に関する法令（以下「医療

保険各法」という。）の規定による医療に関する給付（医療保険

各法の規定に基づく規約等により支給される附加給付金を含む。）

をいう。 

(２) 保険給付 規則で定める医療保険に関する法令（以下「医療

保険各法」という。）の規定による医療に関する給付（医療保険

各法の規定に基づく規約等により支給される附加給付金を含む。）

をいう。 

(３) 一部負担金 医療費の額から次に掲げるものを控除した額を

いう。 

(３) 一部負担金 医療費の額から次に掲げるものを控除した額を

いう。 

ア 保険給付の額 ア 保険給付の額 

イ 国等が法令等の規定により公費で給付する額 イ 国等が法令等の規定により公費で給付する額 

（助成の額） （助成の額） 

第４条 市長は、子どもの疾病又は負傷について、一部負担金から別

表に定める子ども医療自己負担金を控除した額を助成する。ただし、

当該額が別表に定める子ども医療自己負担金に満たないときは、こ

の限りでない。 

第４条 市長は、子どもの疾病又は負傷について、一部負担金から別

表に定める子ども医療自己負担金を控除した額を助成する。ただし、

当該額が別表に定める子ども医療自己負担金に満たないときは、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定による子ども医療自己負担金の算定に当たっては、同

一の月における一の医療機関への入院の日数が10日を超える場合又

は同一の月における一の医療機関への通院の回数が５回を超える場

合の当該日数及び回数は含まないものとする。 

別表（第４条） 別表（第４条） 

世帯区分 子ども医療自己負担金 世帯区分 子ども医療自己負担金 
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入院１日又は

通院１回当た

り 

調剤 

入院１日又は

通院１回当た

り 

調剤 

市町村民税所得割課税世帯 

200円

ただし、１人の

子どもが、同一

の医療機関に

おいて、同一の

月にした11日

目以降の入院

又は６回目以

降の通院は、０

円とする。 

市町村民税所得割課税世帯 

200円

ただし、１人の

子どもが、同一

の医療機関に

おいて、同一の

月にした11日

目以降の入院

又は６回目以

降の通院は、０

円とする。 

上記以外の世帯 ０円 ０円 上記以外の世帯 ０円 ０円

注 世帯区分の認定は、毎年７月１日時点の市町村民税の課税状況

とする。 

注 世帯区分の認定は、毎年７月１日時点の市町村民税の課税状況

とする。 
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議案第７号資料 

富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成６年富津市条例第３号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払） （選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払） 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運

送事業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」と

いう。）に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に定める金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する

場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運

送事業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」と

いう。）に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に定める金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する

場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

(１) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（以

下「一般運送契約」という。）である場合 当該選挙運動用自動

車（同一の日において一般運送契約により２台以上の選挙運動用

自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１

台の選挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用

自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき

金額（当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円）の合計

金額 

(１) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（以

下「一般運送契約」という。）である場合 当該選挙運動用自動

車（同一の日において一般運送契約により２台以上の選挙運動用

自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１

台の選挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用

自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき

金額（当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円）の合計

金額 

(２) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める金額 

(２) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借

入れ契約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同

一の日において自動車の借入れ契約により、２台以上の選挙運

動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいず

れか１台の選挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、選

挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し

支払うべき金額（当該金額が15,800円を超える場合には、15,800

円）の合計金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借

入れ契約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同

一の日において自動車の借入れ契約により、２台以上の選挙運

動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいず

れか１台の選挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、選

挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し

支払うべき金額（当該金額が16,100円を超える場合には、16,100

円）の合計金額 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約であ

る場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約であ

る場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃
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料の代金（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用される他

の選挙運動用自動車を含む。）が既に前条の届出に係る契約に

基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,560円に当該候補

者につき法第86条の４第１項、第２項、第５項、第６項又は第

８項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日

の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額

であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。） 

料の代金（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用される他

の選挙運動用自動車を含む。）が既に前条の届出に係る契約に

基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補

者につき法第86条の４第１項、第２項、第５項、第６項又は第

８項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日

の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額

であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。） 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約で

ある場合 当該選挙運動用自動車の運転手（同一の日において

２人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、

当該候補者が指定するいずれか１人の運転手に限る。）のそれ

ぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日につ

いて、その勤務に対し支払うべき報酬の額（当該報酬の額が

12,500円を超える場合には、12,500円）の合計金額 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約で

ある場合 当該選挙運動用自動車の運転手（同一の日において

２人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、

当該候補者が指定するいずれか１人の運転手に限る。）のそれ

ぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日につ

いて、その勤務に対し支払うべき報酬の額（当該報酬の額が

12,500円を超える場合には、12,500円）の合計金額 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払） （選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払） 

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする

者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動

用ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円51銭を超える

場合には、７円51銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補

者を通じて法第142条第１項第６号に定める枚数の範囲内のもので

あることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの

申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額

を、第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に

該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基

づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。 

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする

者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動

用ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円73銭を超える

場合には、７円73銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補

者を通じて法第142条第１項第６号に定める枚数の範囲内のもので

あることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの

申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額

を、第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に

該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基

づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払） （選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払） 

第11条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業と

する者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙

第11条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業と

する者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙
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運動用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、525円６

銭に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額に310,500円

を加えた金額を当該選挙のポスター掲示場の数で除して得た金額

（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とする。以下

「単価の限度額」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）

に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当該

選挙のポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであること

につき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基

づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第９

条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する

場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、

当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。 

運動用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、541円31

銭に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円

を加えた金額を当該選挙のポスター掲示場の数で除して得た金額

（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とする。以下

「単価の限度額」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）

に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当該

選挙のポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであること

につき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基

づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第９

条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する

場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、

当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。 

6
2



議案第８号資料 

富津市火災予防条例（昭和46年富津市条例第68号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（急速充電設備） （急速充電設備） 

第11条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車

等（電気を動力源とする自動車等（道路交通法（昭和35年法律第105

号）第２条第１項第９号に規定する自動車又は同項第10号に規定す

る原動機付自転車をいう。第12号において同じ。）をいう。以下こ

の条において同じ。）に充電する設備（全出力20キロワット以下の

もの及び全出力200キロワットを超えるものを除く。）をいうる設備

本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設

備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ）により構成

されるものをいう。以下同じ。）にあっては、充電ポストを含む 。

以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなけ

ればならない。 

第11条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車

等（電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その

他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブ

ルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて

あ          充電する設備（全出力20キロワット以下の

ものを除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する設備

本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設

備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構

成されるものをいう。以下同じ。）にあっては、充電ポストを含む。

以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなけ

ればならない。 

(１) 急速充電設備（全出力50キロワット以下のもの及び消防長が

認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）

を屋外に設ける場合にあっては、建築物から３メートル以上の距

離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開

口部のないものに面するときは、この限りでない。 

(１) 急速充電設備（全出力50キロワット以下のもの及び消防長が

認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）

を屋外に設ける場合にあっては、建築物から３メートル以上の距

離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては

あ             、この限りでない。 

ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面

するもの 

イ 分離型のものにあっては、充電ポスト 

(２) その外箱は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型の

ものの充電ポストにあっては、この限りでない。

(２) その外箱は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型の

ものの充電ポストにあっては、この限りでない。 

(３) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 (３) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 

(４) 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 (４) 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 

(５) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で

自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充

電を開始しない措置を講ずること。 

(５) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で

自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充

電を開始しない措置を講ずること。 

(６) 急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合 (６) コネクター と電気自動車等が確実に接続されていない場合
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には、充電を開始しない措置を講ずること。 には、充電を開始しない措置を講ずること。 

(７) 急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が加えられてい

る場合には、当該接続部が            外れないよ

うにする措置を講ずること。 

(７) コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が加えられてい

る場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないよ

うにする措置を講ずること。 

(８) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、

漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設

備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

(８) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、

漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設

備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

(９) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の

異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措

置を講ずること。 

(９) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の

異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措

置を講ずること。 

(10) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合

には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

(10) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合

には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

(11) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講

ずること         

                。 

(11) 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、

当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作

することができる箇所に設けること。 

(12) 自動車等＿＿＿＿＿＿＿＿＿の衝突を防止する措置を講ずる

こと。 

(12) 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずる

こと。 

(13) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するため

の部分をいう。以下この号において同じ。）について、操作に伴

う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクター

に十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。 

(13) コネクター＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿について、操作に伴

う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクター

に十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。 

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあって

は、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に

影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却す

るために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構

造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急

速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあって

は、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に

影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却す

るために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構

造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急

速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に

充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉

器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知

した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずる

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に

充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉

器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知

した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずる
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こと。 こと。 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、

当該蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）につい

て次に掲げる措置を講ずること。 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、

当該蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）につい

て次に掲げる措置を講ずること。 

ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の

異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる

こと。 

ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の

異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる

こと。 

イ 異常な高温とならないこと。 イ 異常な高温とならないこと。 

ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低

温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させるこ

と。 

ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低

温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させるこ

と。 

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異

常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させるこ

と。 

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異

常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させるこ

と。 

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに

蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を内蔵しな

いこと。 

(17) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないよ

うにすること。 

(18) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないよ

うにすること。 

(18) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるととも

に、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。 

(19) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるととも

に、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。 

２ 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理

の基準については、前条第１項第２号、第５号、第８号及び第９号

の規定を準用する。 

２ 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理

の基準については、前条第１項第２号、第５号、第８号及び第９号

の規定を準用する。 

（避雷設備） （避雷設備） 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格

（産業標準化法（昭和24年法律第185号）第20条第１項の日本産業規

格をいう。以下同じ。）に適合するものとしなければならない。 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格

（産業標準化法（昭和24年法律第185号）第20条第１項の日本産業規

格をいう。以下同じ。）に適合するものとしなければならない。 

２ 避雷設備の管理については、第11条第１項第９号の規定を準用す

る。 

２ 避雷設備の管理については、第11条第１項第９号の規定を準用す

る。 

（喫煙等） （喫煙等） 
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第23条 次に掲げる場所で、消防長が指定する場所においては、喫煙

し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品

を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防長

が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。 

第23条 次に掲げる場所で、消防長が指定する場所においては、喫煙

し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品

を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防長

が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。 

(１) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場（以

下「劇場等」という。）の舞台又は客席 

(１) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場（以

下「劇場等」という。）の舞台又は客席 

(２) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示

場（以下「百貨店等」という。）の売場又は展示部分 

(２) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示

場（以下「百貨店等」という。）の売場又は展示部分 

(３) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定によって重要文

化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指

定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年法律

第43号）の規定によって重要美術品として認定された建造物の内

部又は周囲 

(３) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定によって重要文

化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指

定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年法律

第43号）の規定によって重要美術品として認定された建造物の内

部又は周囲 

(４) 第１号及び第２号に掲げるもののほか、火災が発生した場合

に人命に危険を生ずるおそれのある場所 

(４) 第１号及び第２号に掲げるもののほか、火災が発生した場合

に人命に危険を生ずるおそれのある場所 

２ 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい

箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示

した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、

地を赤色、文字を白色とするものとする。 

２ 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい

箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示

した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、

地を赤色、文字を白色とするものとする。 

３ 前項の場合において、併せて図記号による標識を設けるときは、

別表第７に定めるものとしなければならない。 

３ 前項の場合において、併せて図記号による標識を設けるときは、

別表第７に定めるものとしなければならない。 

４ 第１項の消防長が指定する場所（同項第３号に掲げる場所を除

く。）を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講じなければならない。

３ 第１項の消防長が指定する場所（同項第３号に掲げる場所を除

く。）を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講じなければならない。

(１) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場

合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨

の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の

禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置 

(１) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場

合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨

の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の

禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置 

(２) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた

喫煙所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識

の設置（併せて図記号による標識を設けるときは、別表第７に定

(２) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた

喫煙所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識

の設置（健康増進法（平成14年法律第103号）第33条第２項に規定
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めるものとしなければならない             。） する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りでない。）

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識

を設けるときは、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せ

て設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第7010号

又は日本産業規格Ｚ8210に適合するものとし、「喫煙所」と表示し

た標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた

規格第7001号又は日本産業規格Ｚ8210に適合するものとしなければ

ならない。 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識

を設けるときは、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せ

て設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第7010号

又は日本産業規格Ｚ8210に適合するものとし、「喫煙所」と表示し

た標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた

規格第7001号又は日本産業規格Ｚ8210に適合するものとしなければ

ならない。 

５ 前項第２号 に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごと

に客席及び廊下（通行の用に供しない部分を除く。）以外の場所に

設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的

に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全

面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認め

る措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことがで

きる。 

５ 第３項第２号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごと

に客席及び廊下（通行の用に供しない部分を除く。）以外の場所に

設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的

に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全

面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認め

る措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことがで

きる。 

６ 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の１

以上としなければならない。ただし、消防長が、当該場所の利用状

況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限

りでない。 

６ 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の１

以上としなければならない。ただし、消防長が、当該場所の利用状

況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限

りでない。 

７ 第１項の消防長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、

若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持

ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならな

い。 

７ 第１項の消防長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、

若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持

ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならな

い。 

別表第４から別表第６まで 削除 別表第４から別表第７まで 削除 

別表第７（第23条第３項・第４項） 

表示の種類 図記号 色 
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禁煙である旨の表示 

記号は黒、斜めの

帯及び枠は赤、地

は白 

火気厳禁である旨の表

示 

記号は黒、斜めの

帯及び枠は赤、地

は白 

喫煙所である旨の表示 記号は黒、地は白
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議案第９号資料

１ 執 行 年 月 日

２ 件 名

３ 場 所

４ 落 札 者

５ 落 札 価 格 円）

６ 予 定 価 格 円　（ 円）

※　括弧内の金額は、消費税及び地方消費税を除いた額

日本機械工業（株）　本社営業部

長野ポンプ（株）　東京営業所

業　者　名

（株）モリタ　東京支店 落札

第１回入札 第２回入札 摘要

46,383,490 1

48,683,490 1 1

47,683,490 1

開　　札　　調　　書

入札の結果は下記のとおりです。

　令和５年５月８日

災害対応特殊消防ポンプ自動車購入

富津市下飯野2509番地１

（株）モリタ　東京支店

51,013,490 円　（ 46,383,490

51,115,500 46,475,500

ジーエムいちはら工業（株）　東京営業所

48,083,490 1
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議案第10号資料 

富津市立図書館用図書購入概要 

１ 物 品 名  富津市立図書館用図書 

２ 納品場所  富津市青木一丁目５番地１（富津市立図書館） 

３ 納入期間  議会の議決日の翌日から令和５年12月28日まで 

４ 購入内容  装備付図書

        ＜図書＞ 

         ・一般図書（参考図書を含む） 10,070冊 

        ＜装備品＞ 

         ・バーコード型ICタグ 

         ・書誌データ（TRC MARC） 

         ・フィルムコート、背ラベル 
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議案第11号資料 

旧富津市立天羽東中学校の運動場の貸付けの概要 

１ 貸付財産  

土地 富津市上後字間門346番４ 外17筆 14,991㎡ 

（※旧富津市立天羽東中学校の敷地のうち、運動場部分） 

２ 貸付金額 

  月額 120,000円 

３ 貸付期間 

  貸付開始日から10年間 

４ 貸付けの相手方 

東京都品川区西五反田二丁目24番４号 

ＷＥＳＴＩＬＬ４Ｆ 

  株式会社ＪＥＬＬＹＦＩＳＨ 

  代表取締役 田中 翔 

５ 使用用途 

  撮影スタジオ事業、団体向け宿泊事業 

６ その他 

  これまでどおり、災害時における指定緊急避難場所及びドクターヘリランデブ

ーポイントとして使用可能となる。 
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議案第12号資料 

旧富津市立天羽東中学校の校舎等の貸付けの概要 

１ 貸付財産  

土地 富津市上後字堀合313番２の一部 外14筆 5,827.02㎡ 

建物 ①教室棟（普通・特別・管理） 鉄筋コンクリート造３階建 2,482㎡ 

   ②特別教室棟 鉄骨造平家建 365㎡ 

   ③屋内運動場 鉄骨造２階建 1,097㎡ 

   ④灯油室 鉄骨造平家建 31㎡ 

   ⑤器具庫 鉄骨造平家建 12㎡ 

     ⑥倉庫 木造平家建 27㎡ 

２ 貸付金額 

  土地 無償 

  建物 無償 

３ 貸付期間 

  貸付開始日から３年間 

４ 貸付けの相手方 

東京都品川区西五反田二丁目24番４号 

ＷＥＳＴＩＬＬ４Ｆ 

  株式会社ＪＥＬＬＹＦＩＳＨ 

  代表取締役 田中 翔 

５ 使用用途 

  撮影スタジオ事業、団体向け宿泊事業 

６ その他 

  これまでどおり、災害時における指定一般避難所及び指定緊急避難場所、ドク

ターヘリランデブーポイントとして使用可能となる。 

72



議案第14号資料 

履  歴  事  項 

１ 住  所   

２ 氏  名  森
もり

 田
た

 貞
てい

 二
じ

３ 生年月日   

４ 学  歴   

５ 経  歴   
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議案第15号資料 

履  歴  事  項 

１ 住  所   

２ 氏  名  鈴
すず

 木
き

 マ
ま

 ユ
ゆ

 美
み

３ 生年月日   

４ 学  歴   

５ 経  歴   
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議案第16号資料 

履  歴  事  項 

１ 住  所   

２ 氏  名  植
うえ

 田
だ

 静
しず

 雄
お

３ 生年月日   

４ 学  歴   

５ 経  歴   
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議案第17号資料 

履  歴  事  項 

１ 住  所   

２ 氏  名  
も

 木
き

 恵
え

 利
り

 子
こ

３ 生年月日   

４ 学  歴   

５ 経  歴   
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議案第18号資料 

履  歴  事  項 

１ 住  所   

２ 氏  名  安
やす

 田
だ

 成
なり

 秀
ひで

３ 生年月日   

４ 学  歴   

５ 経  歴   
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議案第19号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  稲
いな

 村
むら

 耕
こう

 一
いち

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第20号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  大
おお

 塚
つか

 和
かず

 行
ゆき

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第21号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  川
かわ

 口
ぐち

 寛
かん

 市
いち

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   

80



議案第22号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  小
こ

 柴
しば

 賢
けん

次郎
じろう

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第23号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  佐久間
さ く ま

   容
やすし

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第24号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  澤
さわ

 邉
べ

 治
はる

 之
ゆき

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第25号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  白
しら

 井
い

 和
かず

 子
こ

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況 

７ 認定農業者   

84



議案第26号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所  

２ 氏   名  鈴
すず

 木
き

 伸
のぶ

 江
え

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第27号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  鈴
すず

 木
き

   昇
のぼる

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第28号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  平
ひら

 野
の

 弁
べん

 一
いち

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第29号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  丸
まる

   文
ふみ

 浩
ひろ

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第30号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  森
もり

 田
た

 泰
ひろ

 彰
あき

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況 

７ 認定農業者   

89



議案第31号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所   

２ 氏   名  安
やす

 田
だ

 和
かず

 永
なが

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   

90



議案第32号資料 

履  歴  事  項 

１ 住   所  

２ 氏   名  渡
わた

 邉
なべ

 和
かず

 已
み

３ 生 年 月 日   

４ 職   業   

５ 略   歴   

６ 農業経営の   

状況      

７ 認定農業者   
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議案第33号資料 

履  歴  事  項 

１ 住  所   

２ 氏  名  磯
いそ

 貝
がい

 昭
しょう

 一
いち

３ 生年月日   

４ 学  歴   

５ 経  歴   
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